
 
 

 

下記の件について、官報に掲載されましたのでお知らせします。 

なお、直近 30 日間分の官報は、独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版「官

報」でご覧いただけます。（http://kanpou.npb.go.jp/） 
 

〔府令〕 

○ 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加

熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を

定める内閣府令の一部を改正する内閣府令（令和 2 年 2月 28 日内閣府令第 8 号） 

 

〔告示〕 

○ 持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格を制定する件（令和 2年 3 月 17 日農林水産

省告示第 509 号） 

○ 農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試

験所に関する基準の一部を改正する件（同第 510 号） 

○ 飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件（同第 511 号） 

○ 持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉についての生産行程管理者の認証の技術的基準を制定する

件（同第 512 号） 

○ 持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の生産行程についての検査方法を制定する件（同第 513 号） 

○ 持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉についての小分け業者の認証の技術的基準を制定する件（同

第 514 号） 

○ 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項

の確認を行う期間の一部を改正する件（同第 515 号） 

 

 
 

～ 講習会中止のお知らせ ～ 
 

新型コロナウイルスの感染の拡大防止の観点から、下記の講習会を中止致します。 

受講を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご了承くださ

いますようお願い申し上げます。 

なお、第 2回の同講習会（令和 2年 9 月 15 日、16 日）は予定通り開催致します。 

 

記 

 

食品製造業品質管理担当者等一般講習会 

令和 2 年度 第 1 回 令和 2 年 5 月 19 日（火）、20 日（水） 

官 報 情 報 

 

 

マーガリン類・ショートニング・精製ラード・⾷⽤精製加⼯油脂 

HACCP の考え⽅を取り⼊れた 
衛⽣管理のための⼿引書が完成 

 

 

公益財団法⼈ ⽇本⾷品油脂検査協会 

⼤阪検査所⻑ 藤井 栄⼦ ⽒ にお話を伺いました。 

（聞き手：JAS 協会専務理事 島﨑 眞人） 
 

 

 

 

▲ 日本食品油脂検査協会  

大阪検査所長 藤井 栄子 氏 

 

島﨑：今日は、このインタビューのために大

阪から当協会へお越しいただき恐縮です。 

藤井さんと最初にお会いしたのが、私が

FAMIC の神戸センター（当時は神戸農林規格検

査所）に勤務をしていたころでしょうか？私が

大阪出身ということもあって、何でも自然に話

ができた印象があります。 

マーガリン等の食用加工油脂業界において

HACCP の手引書がこのほど完成して、厚生労働

省からも認められたとの話を聞き、それらの取

りまとめには日本マーガリン工業会とともに

日本食品油脂検査協会の藤井さんが中心にな

っておられたとのことから、手引書を作るとき

に工夫をされた点やどのような議論があった

のかをお聞きしたいと思って、インタビューの

申し込みをさせていただきました。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

藤井：年に何度かは本部事務所との打ち合わ

せで東京を訪ねています。今日は島﨑さんとの

タイミングを合わせることができました。 

 

島﨑：早速ですが、今回の手引書では「小規

模なマーガリン類・ショートニング・精製ラー

ド・食用精製加工油脂製造業者向け」とのタイ

トルがついています。内容を拝見すると、対象

となる小規模事業者とは、「食品の製造及び加

工に従事する者の総数が概ね 50 人未満」との

記載がありますが、50 人未満の工場の割合は

どの程度あるのでしょうか？また、この 50 人

未満にはパート従業員も含まれているのでし

ょうか？ 

 

藤井：中小企業基本法でいうところの中小企

業が 45％、その他の大企業が 55%です。ただし、

食用加工油脂の製造はオートメーション化さ

れているため、大企業であっても製造に携わる

従業員は少ない場合もあります。 

⼿引書の作成と 
対象とする事業者について 
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また、50 人未満にはパート従業員も含まれ

ております。 

 

島﨑：つまり、大企業もこの手引書の対象に

含まれるということですか？ 

 

藤井：はい、そうなります。しかしながら、

この手引書を作成するにあたって、業界の JAS

認証工場を対象に HACCP の取り組み状況につ

いて調べたところ、昨年の 6月の時点では、既

に 2/3 の大企業を含む企業が ISO22000 や

FSSC22000 などに取り組んでいらっしゃいま

した。 

HACCP の義務化が間もなく施行されること

もあり、もしまだ手を付けられていない場合に

は、いち早く取り組んでいただくためにこの手

引書を役立てていただきたいと思います。中小

の企業の中には大企業の下請けをしていると

ころもあり、その観点では業界全体を底上げし

ようという気持ちもありました。 

 

 

▲ JAS 協会 島﨑専務 

 

島﨑：この手引書作成にはどのような方が携

わり、取り掛かってから出来上がるまでどのく

らいの期間を要しましたか？ 

 

藤井：手引書作成のワーキンググループメン

バーは 6 名です。日本マーガリン工業会 専務

理事の植田 勉氏と私を含む当協会の 5 名から

成ります。企業委員は含みませんが、植田氏が

日本マーガリン工業会の企業代表の技術委員

からの意見を求めて反映してくださいました。 

ワーキンググループを立ち上げたのは昨年

6 月 10 日、手引書が厚生労働省に承認された

のは今年 2 月 28 日です。そして厚生労働省の

ホームページに掲載されたのは 3 月 5 日です

のでおよそ 9か月かかっています。 

 

 

 

島﨑：大規模の工場で行われている取り組み

とこの手引書の取り組みでは、違いはどのあた

りにあるのでしょうか？ 

 

藤井：HACCP に沿った衛生管理の制度化では、

取り扱う食品の特性に応じた取り組みが認め

られており、コーデックスの HACCP7 原則に基

づき衛生管理を行う「HACCP に基づく衛生管理」

と手引書を参考に簡略化された衛生管理を行

う「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」が

あります。 

大規模事業者では前者の衛生管理を行いま

すが、小規模事業者では自らの工場で HACCP7

原則に沿って危害分析等をすることが難しい

ことを想定して、手引書作成に当たっては事前

に製造工程に沿って危害分析を我々の手で実

施していますので、それをそのまま使っていた

だければ現在の取組を見直しすることができ、

より安全にしかも効率的に HACCP の考え方を

取り入れた衛生管理ができるようになってい

ます。 

 

島﨑：マーガリン類・ショートニング・精製

ラード・食用精製加工油脂の 4品目が一つの手

引書になっていますが、内容を見る限り「製品

⾷品油脂業界の⼿引書の特徴は︖ 
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の種類ごとに必要な衛生管理」としては、それ

ほど多くないイメージです。その他の項は、品

目ごとに分ける必要がないということでしょ

うか？そのあたり、作成に携わった方々の意見

はどうでしたか？ 

 

藤井：この手引書の作成当初に種類ごとに手

引書を分けた方がよいか、1つにまとめた方が

よいかについては議論がありました。 

日本マーガリン工業会の技術委員のメンバ

ーの意見から、種類ごとに分けるよりも 1つに

まとまっていた方が利便性がよいとの意見が

多かったので 1 つにまとめることになりまし

た。ただし、製品の種類ごとに特に注意すべき

一般衛生管理はそのことがわかるように「製品

の種類ごとに必要な衛生管理」の項目で管理す

るようにしました。 

 

島﨑：手引書の内容で委員の間で意見の分か

れるところはありませんでしたか？ 

 

藤井：細かなところでは意見が分かれるケー

スはありましたが、大筋では意見が分かれるこ

とはありませんでした。 

例えば、この手引書には、他の業界にはない

品質管理室の衛生管理が入っています。「試験

検査に用いる機械器具の保守点検」です。油の

分析でよくガラス器具などを使うのですが、例

えばガラス器具が破損してガラス片が衣類に

付着したまま製造施設内に持ち込んでしまう

と危害要因になります。最初は、ガラス器具が

割れたら記録することを求めていましたが、そ

れは要求が大きすぎるという意見があり、機械

器具に異常がないことを確認するに留まりま

した。 

 

島﨑：大規模事業者では品質管理室の衛生管

理を一般衛生管理に含めて管理しているので

すか？ 

 

藤井：管理しているところもあります。JAS

認証工場でも当然機械器具の管理は実施して

いただいている内容であり、重要ではないかと

考え、私から提案しました。 

 

 

 

島﨑：藤井さんの勤務先は大阪ですが、打合

せ会議などはどこで行っておられたのです

か？ 

 

藤井：厚生労働省の打ち合わせ会議は霞ヶ関

で開催されました。ワーキンググループは全部

で 5回実施しましたが、大阪にいるのは私だけ

厚⽣労働省での会議と 
⾷品衛⽣管理に関する技術検討会 

▲ HACCP の考え方を取り入れた 

衛生管理のための手引書より引用 
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でしたので、その都度私が東京へ出向いて東京

の本部で行いました。 

 

島﨑：手引書の最後の方に、一般衛生管理実

施記録の様式がついていましたが、この表を見

るとそれぞれの項目において、良・否のどちら

かに〇を付ける様式でした。 

実際の現場において、この記録は付けやすい

反面、ともすれば機械的に良に〇をつけてしま

うことになりかねないとの印象もあるのです

が、そのあたりの議論はなかったでしょうか？ 

 

藤井：初めに作成した様式は、良否ではなく

実数を記入するスタイルで作成しましたが、9

月 12 日に開催された厚生労働省の打ち合わせ

会議において、構成員の方から記録様式はもっ

と簡略化するようにとのご指摘を受けました

ので、このように簡単に記録ができる様式にな

りました。 

 

 

▲ 完成した手引書を手にする藤井所長 

 

島﨑：今まで藤井さんが実際に工場を訪ねて、

衛生管理上問題があったことは具体的にはど

んなことですか？ 

 

藤井：加工油脂業界はほとんどがラインの中

で製造が行われており、原料の投入と充填する

ところ以外は危害要因が少ないです。例えばネ

ジが混入したとかであれば、最終的にストレー

ナーなどで取り除くことができます。ヒト由来

の異物混入防止の観点から、充填室への入室手

順を管理し、手洗いと清潔な作業着の着用を徹

底することが必要だと考えます。 

 

島﨑：そのことは手引書に書いてあるのです

か？ 

 

藤井：食品加工油脂製品の製造では、微生物

の増殖リスクは低いことが知られていますが、

それでも「食品取扱者の衛生管理」において、

清潔な作業着の着用や衛生的な手洗いの実施

について求めています。 

 

島﨑：異物混入防止対策に関しては手引書で

はどうなっていますか？ 

 

藤井：手引書では、マーガリン類のような金

属探知機が設置されている場合は、金属探知機

のテストピースでの精度確認や不通過の製品

の取り扱いについて厳格な運用の実施を求め

ています。 

金属探知機が設置されていない場合はスト

レーナーの日々の点検や機械・器具の製造開始

前後の確認によって、万一異物が混入してもそ

れを検知することができる対策を講じること

で市場への流出未然防止を図っています。 

 

島﨑：日本食品油脂検査協会もしくは日本マ

ーガリン工業会において、この手引書の説明会

などを開催する予定はあるのでしょうか？ 

 

藤井：JAS 認証工場様に関しては、本会が 2

月 18 日と 21 日に開催した JAS 担当者会議で

途中経過と概要を説明しました。 

また、手引書作成の過程において、2工場で

この手引書を使って管理する検証を実施して

います。 
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島﨑：反応はどうでしたか？ 

 

藤井：おおむね分かりやすいということでし

た。また、検証に協力いただいた工場の意見を

取り入れ、手引書にバッチ式殺菌のみではなく

連続式殺菌の例を記載することになりました。 

 

 

 

 

▲ 藤井所長と島﨑専務 

 

島﨑：話は全く変わりますが最近の油脂業界

でトランス脂肪酸については今も問題になる

ことはあるのでしょうか。それとも、食品安全

委員会が「通常の食生活では健康への影響は小

さいと考えられる」と結論付けたことを受けて

鎮静化しているのでしょうか。 

 

藤井：トランス脂肪酸は時々話題になります。

それもあって、今ではトランス脂肪酸を生成す

る水素添加を用いた硬化油は減っており、エス

テル交換油が増えています。また、市販のマー

ガリンの外箱には「トランス脂肪酸の低減に取

り組んでいます」といった表示も一般的になっ

ています。 

乳製品の中には微量のトランス脂肪酸が天

然に含まれていますから、今ではマーガリンよ

りもバターの方がトランス脂肪酸の含有量が

高いくらいです。 

 

島﨑：それであれば、トランス脂肪酸フリー

の JAS 規格を新たに作ったらいいのでは？既

存の JAS 規格はそのままに、部分水素添加油脂

を全く使わずにつくるマーガリンの JAS 規格

があれば、国が品質を保証することになり、業

界にも消費者にも歓迎されるように思えます。 

 

藤井：いい案かもしれないですね。 

 

島﨑：JAS 法も新しくなり、今までなかった

ような JAS 規格が作成されています。 

いま企業の方が工夫して行っていることを

取り上げて、規格に盛り込んでいけるといいで

すよね。 

 

島﨑：ところで、この業界での新型コロナウ

ィルスの影響は、どんなところにありました

か？ 

 

藤井：現時点での影響は確認できておりませ

んが、業界としては様々な会議等が中止になっ

ております。また、学校給食が中止となりパン

を製造しないとなると、油脂の使用量が減るな

どが懸念されます。 

 

島﨑：新型コロナウィルスの影響は全ての業

種に及んでいますね。 

久しぶりに藤井さんのお話をじっくりと聞

けて、とても勉強になりました。今日は、お時

間をいただきありがとうございました。 

 

トランス脂肪酸フリーの 
JAS 規格化はいかが︖ 
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